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上野みえこ 

（中央区） 

いせり栄次 

（東区） 

みなさんの要望を事前にお寄せください 
みなさんのお住いの公営住宅（市営・県営）の室内、ならびに共有

部分、外回りなどで、改善が必要な場所はありませんか？   

下記の日程で、県市の住宅課へ、改善の要請行動を行います。 

快適に住むことのできる公営住宅へ、要望をお寄せください。 

＊締め切り： 10 月 17㈮  

 右表に記入し、ＦＡＸ・電話等でお寄せください。 

調査の上、要請日に回答いただきます。  

また、それ以降になった場合は、当日会場に直接要望をお持ちくだ

さい。その場で要望し、後日回答となります。 

要望を提出された方は、ぜひご参加ください。 

【要望の提出先】 日本共産党熊本市議団 
 ☎ 096-328-2656  Fax 096-359-5047 

  メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 
 

氏名（          ）  連絡先（             ） 

団地名・    区 市営・県営 （       ）団地  棟  号 

 

 

☆調査の結果を返しますので、氏名・連絡先・団地名は必ずご記入ください。 

◆戸別の要望・・・改善要望を具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

◆団地全体での要望・・・具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

【市営団地の交渉】 

日時：11 月 18（火）午後 1時 30 分から 

場所：市役所議会棟 2階・予算決算委員会室 

【県営団地の交渉】 

日時：11 月 1３日（木）午後 1時 30 分から 

集合：県庁 1階ロビーに、午後 1時 15 分までに集合 

◆その他の要望をどうぞ！ 
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日本共産党熊本市議会だより 2025 年 9 月 28 日号（№1428） 

障がい者作業所の支援拡充で雇用の場の確保を 

昨年度からの福祉サービス報
報酬改定で、特に就労契約を結
び最低賃金以上を支払う A 型作
業所では、事業所の経営危機が
すすみ作業所の閉鎖が相次いで
います。 

現在、働きたくても未就労に
なっている方は、２７名にもの
ぼっており、働く作業所の確保、
存続にあらゆる支援を尽くすべ
きです。 

障がい者雇用の場を確保する
ためにも、市としての緊急な支
援を求めました。 

 

市民病院の特別室の料金改
定の改定案が提案されました。  
他の医療機関と合わせるとの
説明ですが、突然の提案でしか
も引き上げ率も大きく、特別室
が必要な人にとっては大きな
負担です。患者に負担増を押し
付ける特別室料金値上げは中
止を求めました。 

 

医療の負担増はすべきでない 値上げは中止を 

高くて払えない国保料！減免制度の利用を 

医療費の病院窓口での一部負担金減免制度の利用を 
国民健康保険法第 44 条では、「特別の理由がある」場合は、医療費の

窓口一部負担金の減免規定があります。所得が、生活保護基準の 1.1 倍以

下は全額が免除、1.1～１．２倍は、一部減額です。 

しかし、熊本市の申請と利用数は少なく、昨年度はわずか３件でした。

同じ政令市の広島市では、昨年度６８件の利用があっています。厚生委員

会では医療機関や公共施設への積極的な広報を求めました。 

計画の柔軟な運用を要請 

事業が行き詰っても「障がい
福祉計画」を理由に A 型から B
型への移行申請すら認められて
いません。作業所の存続が出来
るよう計画の柔軟な運用が求め
られます。 

 減免や納付相談は、日本共産党熊本市議団 
☎096-328-2656 へどうぞ。 

いせり栄次議員の厚生員会報告 

＜市民病院の特別室使用量の改定＞ 

区分 現行（円） 改定後（円） 値上げ率 

A 室 13,200 16,500 25% 

B 室 11,000 14,300 30% 

C 室 6,600 7,700 17% 

D 室 5,500 6,600 20% 

 

車両の浸水被災者についても 

国保料減免を 

 ８月の大雨災害において床上
浸水以上の被災者は、国保料の
減免対象になっています。しか
し、浸水被害を受けた車両は対
象になっていません。 
 今回は、大量の車両被害が発
生しており、見直しを求めまし
た。 

所得激減の減免基準の拡充を 

 国保料減免は、営業所得の

減少、退職による所得の減少

も対象になります。 

しかし、現状は利用が４０

件程度と少ない状況です。自

己都合退職でも事情によっ

ては柔軟に対応すべきです。 

  

 

 

就労継続支援 2021年度2022年度2023年度2024年度
2025年度8

月まで

＜A型事業所＞

廃止・休止 1 3 1 5 4

＜B型事業所＞

廃止・休止 0 1 2 1 0

 


